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要旨

・「静岡県といえば災害」というマイナスイメージがある。

・静岡県東部地域は２つの活火山があるが、過去 300 年間噴火がないため、被災経験に

乏しい。

・鹿児島市や山梨県では火山防災の専門家との連携を重視していた。

・県内の火山防災に対する意識を向上させるため、「県職員向け」「関係機関向け」「県民

向け」に火山防災啓発を行うことを施策提言する。

１ はじめに

(1)静岡県の現状

本県は転出者が転入者を上回る転出超過となっている。この現象には様々な要因

があるが、2019 年 8 月 21 日に開催された「令和元年度第 1回美しい“ふじのくに”

まち・ひと・しごと創生県民会議」の資料の中で、静岡県出身者からみた静岡

県の長所・短所として図表１のとおり報告されている。

図表１ 静岡県出身者からみた静岡県の長所・短所（いくつでも）※上位５項目

（出所：令和元年度第 1回美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生県民会議

「若年層の県外転出者に対する意識調査」）

このアンケート調査によれば、静岡県出身者が感じる県の短所として、「地震や津

波などの災害の心配が大きい」と回答している割合が最も高くなっている。これが

転出超過の一因とも考えられ、「静岡県といえば災害」というマイナスイメージが広

く定着してしまっている事がうかがえる。地震や火山の噴火といった自然現象その

ものをなくすことはできないが、災害への備えを充実させたり、命を守るための情

報を県民に正しく伝えることにより、被害を減らす（減災）ことはできる。誰もが

安心して暮らせる静岡県をつくりあげることにより、「静岡県といえば災害」という
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イメージを少しでも緩和させることで、人口減少防止の一助につながると考える。

(2)静岡県東部地域の特徴

東部地域には富士山と伊豆東部火山群があり、静岡県内において活火山を有して

いる地域は東部地域だけである。一方で、本県では 1989 年の伊東沖の海底噴火を除

き、噴火による被災経験がなく、ほかの災害と比較して経験値が乏しい。以上のこ

とから、本研究においては火山防災対策について調査する。

(3)火山灰の影響

火山現象は多岐にわたるが、本研究では火山灰に注目した。溶岩流や火砕流、噴

石等の火山現象と比べ、火山灰自体が人命を脅かす危険性は低い。しかし、図表

2のような影響をライフライン中心に与え、その影響は広範囲かつ長期間にわたる。

また、降雨時に 30cm 以上の堆積厚で木造家屋が倒壊する危険性があり、ほかにも降

灰後は土石流が起こりやすくなるなど、火山灰と他の要因が組み合わさることによ

り、人命に関わるおそれがある。

図表２ 火山灰の影響

（出所：首都圏における広域降灰対策検討会（2024））

富士山噴火時の降灰可能性マップ（図表３）によると、風向きによっては東部

地域の広い範囲に火山灰が降り積もる可能性があり、小山町や御殿場市、裾野市

においては 30cm 以上の堆積厚となるおそれがある。火山灰の影響は東部地域全

域に及ぶ可能性があること、エリアによっては被害が大きいことから、火山灰に
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注目したうえで、当局ができる火山防災対策を見いだすことを研究目標とする。

図表３ 降灰可能性マップ

（出所：富士山ハザードマップ検討委員会（2004））

２ 先行事例調査

(1)鹿児島市への調査

日本で唯一の噴火警戒レベル３である桜島(2025 年３月 10 日時点)の火山防災対

策について、鹿児島市にヒアリング調査を実施した。

桜島は 2023 年に 89 回噴火しており、鹿児島市は火山災害に身近な自治体である。

また、鹿児島市は「鹿児島市火山防災トップシティ構想」を掲げ、火山地域の被害

軽減のため、鹿児島市が持つ知識等を国内外に情報発信している。さらに、鹿児島

市では降灰からの避難計画を定めている。火山防災の先進自治体である鹿児島市の

対策を調査した。

ア 鹿児島市の避難計画

鹿児島市は「火山災害対策大量軽石火山灰対応計画」において、降灰からの避

難計画を噴火前と噴火後の二つのパターンに分けて定めている。

噴火前の避難対象範囲については、図表４のとおり A～Fの６つのゾーンに区

分けしている。降灰範囲は風向きによって決まるため、気象庁から発表される降

灰予報等をもとに、避難対象範囲を決定する。ところが、避難指示の発令基準に

ついては、図表５に示すとおり、「降雨時に何 cm 以上の降灰が予想されたら避難」

というような、具体的な数値基準が決められていない。これは、気象庁が発表す

る噴火警戒レベルの対象となる火山現象に降灰が含まれていないためである。

噴火後の避難については、噴火活動の最盛期が過ぎたことが確認された後に、

被害状況に応じて対象範囲を定めて、避難情報を発令する。
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図表４ 噴火前の避難指示の発令のイメージ

（出所：鹿児島市(2021)）

図表５ 噴火前の避難指示・高齢者等避難の発令基準

（出所：「火山災害対策大量軽石火山灰対応計画」をもとに当局で作成）

イ 火山防災研究所(鹿児島市施設)の新設

現在の鹿児島市の降灰からの避難基準においても具体的数値基準がない。また、

火山が噴火したときなどに避難等の「とるべき防災対応」と「警戒が必要な範囲」

を５段階で発表する噴火警戒レベルは、火山灰を対象にしていない。以上のこと

から、鹿児島市は市独自の具体的な避難情報発令基準を定めようとしている。し

かし、行政職員のみで基準を設けることは困難であるため、鹿児島市では令和７
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年度に火山防災研究所を新設し、火山の専門家と共同で降灰からの避難基準の策

定を進める動きがある。

(2)山梨県への調査

鹿児島市への調査を通じて、火山の専門家と連携することの重要性を感じた。公

共の研究機関がある自治体において、行政部局と研究部局がどのような連携をして

いるか調査するため、山梨県火山科学研究所にヒアリング調査を実施した。

ア 富士山火山研究所の概要

山梨県火山科学研究所は山梨県の研究機関である。環境科学の研究所として設

立されたが、2013 年に富士山が世界文化遺産に登録されたことを契機に、火山防

災の研究部門が新設された。

現在、火山防災にかかる研究員は 12 人おり、富士山ハザードマップの改定や富

士山火山避難基本計画の策定について、研究機関の立場から助言している。

イ 山梨県の行政部局と研究部局の連携

山梨県火山科学研究所では、前項のほか、山梨県庁の防災計画策定に対して助

言している。また、他機関である山梨県内各市町村や避難促進施設等からの相談

依頼があり、計画策定の協力をしている。

さらに、山梨県では火山防災啓発に力を入れており、行政部局が事務方を、研

究部局が講師を担当している。

ウ 山梨県の火山防災啓発活動

山梨県では図表 6のような啓発活動を多様な機関を対象に行っている。山梨県

火山科学研究所の研究員が講話することにより、火山防災の基礎知識が身につく

ことに加え、より詳しい話を聞くことができる。また、山梨県としても火山災害

の被災経験に乏しいため、被災経験のある自治体職員やインドネシアの職員等に

講話を依頼し、講演会を開催していた。このような啓発活動を通じて、山梨県内

の火山防災意識が高められている。

図表６ 山梨県の火山防災啓発活動（例）

（出所：山梨県へのヒアリング調査をもとに当局で作成）

(3)調査のまとめ

鹿児島市と山梨県への調査を通じて、両自治体職員の火山防災に対する意識の高

山梨県新規採用職員に対し、新任職員研修にて火山防災講座
市町、消防、警察、避難促進施設(学校、病院、観光施設)の新任担当者に火山防災講座
被災経験のある自治体職員の講話
海外の被災経験のある人の講話
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さと火山専門家との連携の重要性を感じた。この部分は本県も見習うべき点である

と感じたとともに、当局の事業として、山梨県の火山防災啓発活動を参考にできる

ところがあると考える。

３ 施策提言

防災の観点から「誰もが安心して暮らせる静岡県」をつくるために、当局ができる

こととして、火山防災の啓発活動を行うことを提言する。具体的には「県職員向け」

「関係機関向け」「県民向け」に啓発する。

(1)県職員向けの啓発

図表７から図表９までは、令和７年２月に東部方面本部指令班員(125 名)を対象

にアンケート調査を実施した結果である(回収率 47％)。

図表７ 東部方面本部指令班員対象のアンケート結果（その１）

（出所：アンケート調査をもとに当局で作成）

図表７は、過去に研修等で学んだことのある内容について、アンケートをとった

結果である。南海トラフ地震、風水害、火山災害で比較した結果、火山災害が一番

低いという結果が出ている。

図表８は南海トラフ地震、風水害、火山災害のうち、最も知識が不足していると

感じるものについてのアンケート結果であり、図表９は研修で最も受講したいテー

マについてアンケートをとった結果である。火山災害についての知識が最も不足し

ていると感じる人が多いにもかかわらず、最も受講したいテーマでは火山災害が一

番低い結果となった。これらのアンケート調査結果から、火山災害に対する意識が

低い人が多いことを表していると推測した。まずは職員が火山防災について受講で

きる機会をつくる必要があると考えるため、研修動画を作成し学び箱に掲載するこ

とを提言する。

0 10 20 30 40 50

どれも受講した
ことがない

火山災害

風水害

南海トラフ地震

次の自然災害のうち、研修等で学んだことのあるもの（複数回答あり）

45人(88.2％)

33人(64.7％)

13人(25.5％)

8人(13.6％)

59 名の回答
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図表８ 東部方面本部指令班員対象のアンケート結果（その２）

（出所：図表７と同じ）

図表９ 東部方面本部指令班員対象のアンケート結果（その３）

（出所：図表７と同じ）

(2)関係機関向けの啓発

静岡県では、1707 年の宝永噴火を最後に過去 300 年間火山災害が起きていない。

そのため、本県職員に限らず、県内市町、防災関係機関、避難促進施設の職員も同

様に火山災害の被災経験がない。

そこで、火山に詳しい教授や研究者、被災経験のある自治体職員を講師として招

き、当局主催での講演会を開催することを提言する。このような講演会を開催する

ことにより、専門的な知識の取得や被災者目線からの貴重な話を聞くことができる。

また、講師と傍聴者間での顔の見える関係構築にも期待できる。

次の自然災害のうち、最も知識が不足していると感じるもの

次の研修テーマのうち、最も受講したいもの

回答無し

１人(1.7％)

10 人(16.9％)

南海トラフ地震

9人(15.3％)

風水害

40 人(67.8％)

火山災害

13 人(22.4％)

火山災害

25 人(43.1％)

南海トラフ地震

20 人(34.5％)

風水害

59 名の回答

59 名の回答
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(3)県民向けの啓発

県民に啓発を進めるにあたり、正しい知識を正しく伝えることが必要であると考

える。本県の事業として、「ふじのくにジュニア防災士養成講座」という小中高生を

対象とした防災講座があり、当局職員も講話する機会が年間約 100 回ある。本研究

を通じて、教授や研究員等とお話しできる機会があり、より専門的な知識を取得す

ることができた。この経験を防災講座に還元し、正しい知識を伝えられるように心

がけるとともに、今後も知識取得に努めていく。

また、幅広い範囲の人に届くよう啓発するという視点も重要である。もともと防

災に興味がある人だけでなく、あまり関心がない人に対して、どのように啓発する

か考える必要がある。そこで、防災とは関連のない観光イベント等が開催されてい

る際に、火山防災啓発のポスター掲示やちらし配布することで、幅広く県民に啓発

することを提言する。

４ 最後に

「静岡県といえば災害」というイメージを少しでも緩和させ、人口減少防止の一助

につなげることが最終的な目標である。誰もが安心して暮らせる静岡県をつくりあげ

るためには、当局が取り組んでいる危機管理業務が重要である。火山災害への備えと

して、まずは火山防災啓発活動を普及し、静岡県内での火山防災に対する意識を高め

ることから着手したい。
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